
2025年 4月 7日 

 阪急バス株式会社 

 

一般路線バスの運賃改定（兵庫エリア）ならびに 

グランドパス６５の発売終了（全線共通）について 

 

【2025年 9月 1日実施のおもな変更内容】 

 ①兵庫エリアの運賃改定  （特殊区間制・均一制の改定／一部エリアにおける運賃制度の変更） 

 ②グランドパス６５の廃止 （グランドパス７０は引き続き発売（発売額の変更なし）） 

 ③定期券の乗り越し制度の変更（ご利用区間と定期券有効区間との差額を収受） 

 

１．実施日 ： ２０２５年 ９月 １日（月）  

２．運賃改定の概要 

（１）普通運賃 

ア．片道普通運賃  *各区間の片道普通運賃表はコチラ（兵庫県下のみ） 

【概 要】 

➢兵庫エリアの特殊区間制、均一制の運賃を改定します。 

※ 唐櫃営業所管轄路線の運賃は他社に同調しているため変更はありません。 

※ 大阪・京都府下の路線では運賃の変更はありません。 

➢日生ニュータウン線(日生中央駅～伏見池公園前間)の運賃制度を対キロ区間制から特殊区間制(1区)に変更します。 

➢有馬線、西宮名塩ニュータウン線、名塩さくら台線の運賃制度を対キロ区間制から地帯制に変更します。 

   ●地帯制とは 

    特定エリア内を均一運賃とし、エリアを跨ぐごとに運賃を加算する制度〔西宮市北部のエリア図をご参照〕 

 

【制度別変更内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※西宮市北部地域ならびに日生ニュータウン線（川西市・猪名川町域）について、本年 6 月 30 日付けで 

旅客運賃の上限変更認可を受けました。（その他の地域は 2023 年 8 月 1 日付で認可された運賃へ改定します。） 

                  つづく 

エリア 改定前
2025年 9 月

実施

参考

上限運賃
備　考

芦屋市内特定地域 240円 250円 250円

有野台・藤原台地区 230円 250円 250円

尼崎市域 240円 250円 ー ※阪神バスに同調

１区 240円 250円 250円 ※日生ニュータウン線

２区 260円 270円 270円 (日生中央駅～伏見池公園前 間)

３区 280円 290円 290円  ➢対キロ区間制から

４区 300円 310円 310円 　　特殊区間制に変更

初乗運賃 190円 190円（変更なし） 190円

基準運賃 38円60銭 38円60銭（変更なし） 38円60銭

１地帯 ー ２５０円 ー 有馬線

２地帯 ー ４００円 ー 西宮名塩ニュータウン線

３地帯 ー ５００円 ー 名塩さくら台線

南部／北部１地帯 ー ２５０円 西宮山口線(さくらやまなみバス)

南北跨り１地帯 ー ３５０円  ※ 南北跨り１地帯＝

北部２地帯 ー ４００円 「舟坂橋～西宮甲山高校」間

南北跨り２地帯 ー ６００円

南北跨り３地帯 ー ７００円

地帯制

※新規設定

兵庫

地帯制

※新規設定

対キロ

区間制

運賃の制定形態

均一制

特殊

区間制

https://www.hankyubus.co.jp/rosen/fare/kaitei/20250403hyogo-u.pdf
https://www.hankyubus.co.jp/rosen/fare/kaitei/kaitei20250402_2-1.pdf


〔備考〕他社の運賃に同調している路線・区間等については運賃の変更はありません。 

    ◎神戸市域（神戸市交通局、神姫バス、神戸六甲鉄道） ◎伊丹市域（伊丹市交通局） 

◎旧田園バス路線（武田尾線，長尾山霊園線（一部区間除く）、宝塚すみれ墓苑線） 

〔コミバス関係等〕  

     ◎変更あり … さくらやまなみバス(西宮市）、大和団地線(川西市協議運賃） 

◎変更なし … ふれあいバス（猪名川町） 

 

イ．乗継運賃（乗継乗車券） *乗継乗車券の運賃表はコチラ 

⚫ 【阪急逆瀬川乗継乗車券（宝塚市寿券含む）】 発売額を改定します。  

→本年 8月 31日までに発売された券は、9月 1日以降も改定後片道運賃と券面表示額の差額を 

現金でお支払いいただくことで利用可能です。 

 

ウ．１日乗車券 *１日乗車券の運賃表はコチラ 

⚫ 本年 8月 31日までに購入された 1日乗車券は、9月 1日以降も、未使用の場合にかぎりご利用いただ 

けます。 ※差額のお支払いは不要 

⚫ 芦屋市内／西宮市内／宝塚市内  

→基準運賃の改定に伴い、本年 9月 1日以降の発売分より改定します。 

※大阪府下（豊中市内／千里ニュータウン／池田市内）の 1日乗車券の運賃に変更はありません。 

⚫ さくらやまなみバス専用 1日乗車券 

→大人券の発売額を改定します。（小児券は変更ありません） 

 

エ．PiTaPa１ヵ月定額サービス 

⚫ 改定後の基準運賃額に基づき、１ヶ月の定額運賃を算出します。 

⚫ 割引率の変更はありません。 

⚫ お客様がご登録（ご利用）されている区間の運賃に改定がある場合は、改定後の運賃に再登録していただ

く必要があります。 

※当サービスのご登録者全員に、当社・スルッと KANSAI連名でお知らせハガキを送付します。 

 

（２）回数運賃 

ア．hanica 

⚫ プレミア率（チャージ額の８％相当額）に変更はありません。 

 

イ．紙回数券 *回数券の運賃表はコチラ 

⚫ 本年 8月 31日までに発売された紙回数券は、本年 9月 1日以降、改定後片道運賃と券面表示額の差額を現

金でお支払いいただくことで、引き続きご使用いただけます。 

⚫ 回数券の払戻しは購入日を基準とした払戻し計算を行います（券面記載の発売額、基準運賃額をもとに行います）。 

⚫ 宝塚市寿回数券は、発売額を改定します（宝塚市が助成する割引証の助成額に変更はありません）。 

⚫ さくらやまなみバス専用回数券 

 →発売券種を 700円券（12枚綴り）の 1券種に集約します。 

   →本年 8月 31日までに発売された全線券は、本年 9月 1日以降もさくらやまなみバス全線で利用できます。 

 

つづく 

https://www.hankyubus.co.jp/rosen/fare/kaitei/20250403hyogo-u_5.pdf
https://www.hankyubus.co.jp/rosen/fare/kaitei/20250403hyogo-u_5.pdf
https://www.hankyubus.co.jp/rosen/fare/kaitei/20250403hyogo-u_5.pdf


（３）定期運賃 

〔発 売〕 

本年 8月 31日までに発売 ➢ 改定前定期運賃で発売します。 

本年 9月 1日以降に発売  ➢  改定後定期運賃で発売します。 

〔払 戻〕 

本年 8月 31日までに発売 ➢ 改定前の基準運賃額で払戻計算します。 

  本年 9月 1日以降に発売  ➢ 改定後の基準運賃額で払戻計算します。 

ア．通勤定期券／通学定期券 

⚫ 改定後の基準運賃額に基づき、定期運賃額を算出します。 

⚫ 割引率に変更はありません。 

〔通勤〕１ヶ月 基準運賃額×60回×（1－0.25） 

〔通学〕１ヶ月 基準運賃額×60回×（1－0.38） 

〔通勤／通学共通〕３ヶ月 １ヶ月定期運賃額×３×（1－0.05） 

６ヶ月 １ヶ月定期運賃額×６×（1－0.1） 

⚫ 伊丹市同調定期券（紙式/区間式）は、本年 8月 31日をもって発売を終了します。 

（本年 9月 1日は hanica定期券の 230円区間をご利用ください。） 

⚫ 乗り越し運賃制度の変更に伴い、通学定期券における乗越し運賃一律１８０円を廃止します。 

（後述「オ」を参照） 

 

イ．阪急スクールパス 

⚫ 改定後の基準運賃額に基づき、定期運賃を算出します。 

⚫ 運賃区分/発売額に変更はありません。 

⚫ 乗り越し運賃制度の変更に伴い、スクールパスにおける乗越し運賃一律１８０円を廃止します。 

（後述「オ」を参照） 

 

ウ．はんきゅうグランドパス 

⚫ グランドパス 65は、本年 8月 31日をもって発売を終了します。 

➢本年 9月 1日以降も有効期限まではご利用いただけます。 

➢本年 9月 1日以降も紛失・再発行、払戻しは可能です。 

⚫ グランドパス 70の発売額、払戻し基準額（240円）に変更はありません。 

⚫ グランドパス 70の適用条件について、本年 9月 1日からの発売分より、グランドパス 70の有効開始日の

時点で 70歳に到達している方を対象とします。 

 

エ．hanica定期券の基準額の読み替え  

本年 9月 1日以降に hanica定期券の基準運賃を読み替える条件は以下のとおりです。 

①本年 8月 31日までに購入された定期券で、9月 1日以降も有効の定期券 

 ②本年 9月 1日以降に運賃改定した路線で利用 

→上記条件を満たした場合、定期券面の基準運賃額（利用可能区間）を改定後の普通運賃に準じた 

基準運賃額に読み替え、有効期限まで差額なしで利用可能です。（バス車載機で自動判定） 

 阪神バス hanica定期券（全線（240円区）、SP250）も同様に読み替えます。 

 

つづく 



オ．hanica定期券の乗り越しについて 

⚫ 本年 9月 1日より、hanica定期券で有効区間を乗り越した場合の運賃制度を変更します。 

【現 行】乗り越した区間の普通運賃を収受 

【改定後】乗車区間の運賃と定期券の有効区間との差額を収受 

 例：２５０円区間定期券で３００円区間を利用した場合 

   ３００円（ご利用区間） ー ２５０円（定期券有効区間）＝ ５０円（乗越し運賃） 

⚫ 乗り越し制度の変更に伴い、通学定期券・スクールパスを利用して乗り越した際の運賃一律１８０円は 

廃止します。 

⚫ 区間式定期券（神戸市同調定期券、長岡京淀線共通等）は、従来通り、乗り越した区間の普通運賃を収受します。 

 

３．通勤定期券「環境おでかけ割」制度について 

⚫ hanica定期券の乗り越し制度の変更に伴い、通勤定期券おでかけ割制度（本人の区間外利用）を見直します。

詳細は内容が固まり次第ご連携いたします。 

 

４．hanica自動定期券発行機および継続機での取り扱いについて 

  本年 9月 1日以降、自動定期券発行機および継続機で hanica定期券を購入される場合は、お客様ご自身で 

改定後の運賃をご選択いただき、発券していただきますようお願いいたします。 

 

【ご参考】自動定期券発行機のフローイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

ご利用区間の運賃【購入日時点】をお確かめのうえ 

運賃区間を選択して下さい。 

⚠お買い間違いにご注意ください⚠ 




